
令和 7 年度　第１回　子ども・子育て会議 

 
１．日　時　令和７年８月８日（金）午後１時３０分から午後３時 
 
２．場　所　熊取ふれあいセンター　１階　健康づくり室 
 
３．案　件 

（１）第２期熊取町子ども・子育て支援計画にかかる令和６年度実績及び 
熊取町こども計画にかかる令和７年度施策方針について 

（２）部会の開催について 
（３）その他 

 



































































































No 施策・事業名 事業概要 令和6年度の実績 主担課

６－１ 町立小・中学校に通う児童・
生徒の給食費を完全無償化

町立小・中学校に通う児童・生徒の給食
費について、令和6年度2学期から3学期
まで無償とし、保護者の経済的負担を
軽減した。

令和6年度2学期から3学期まで無償化
を実施
■対象児童生徒数：3,377人
■給食費：1日当たり225～275円
■給食実施日数：(小)127日、(中)116日
■事業費：（小）89,083千円
（中）45,370千円
合計：134,453千円

学校教育課

６－２ 町立小・中学校に通う児童・
生徒の副食費に関する物価
高騰相当額を公費負担

町立小・中学校に通う児童・生徒の副食
費に関する物価高騰相当額を公費で負
担し、保護者の経済的負担を軽減した。

令和6年度の副食費に関する物価高騰
相当額を公費負担
■対象児童生徒数：3,377人
■給食費：1日当たり225～275円
■給食実施日数：(小)127日、(中)116日
■事業費：（小）4,529千円
（中）2,212千円
合計：6,741千円

学校教育課

６－３ ①令和６年度物価高騰対応
重点支援給付金
　・低所得の子育て世帯給付　

②令和６年度物価高騰対策
給付金
　・低所得の子育て世帯給付

①低所得者（住民税非課税、住民税均
等割のみ課税）の子育て世帯に、世帯
内で扶養されている１８歳以下の子に５
万円を支給
②低所得者（住民税非課税）の子育て
世帯に、世帯内で扶養されている１８歳
以下の子に２万円を支給

　①支給件数　非課税１１３人、均等割５
７人
　②支給件数　５８５人

生活福祉課

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業（家庭・子ども支援に関連する事業分）実績等
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部会の開催について（案） 

 

（目的） 

　・昨年の「熊取町こども計画」策定時に、４部会で出された課題について、現状や進捗を 

　　確認し、住民として、町として、できることを出し合い、こども・子育て支援、若者支 

　　援を協働で推進する手法について検討する。 

　・各部会の構成団体の現状や課題について共有する。（部会内のみでなく全体でも共有する。） 

　・こども・子育て支援、若者支援に関わる団体間の交流とネットワークづくり 

　・こども・子育て支援、若者支援に関わる職員の研修 

 

 

（参加者）４０名程度（１０名×４グループ） 

・子ども・子育て会議委員（有志） 

・子ども・子育て委員の属する団体の構成員 

　・町内大学の学生（大阪体育大学、大阪観光大学、関西医療大学） 

　・役場関係課職員、役場若手職員　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

（内容） 

①会長より部会の趣旨、議題についてお話（２０分）　　　　 　 

②部会ごとに議論（５０分）　　　　 　　　  　　 

〔部会ごとに司会（部会長などに依頼)、書記（町職員）を配置する〕 

③各部会から報告（３０分）　　　　　　　　　　              

④会長より振り返り（１５分）　　　　　　　　　　　             
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（保育所・幼稚園部会） 

 

・こども誰でも通園制度について 

・障がい児保育・加配保育士の問題について 

・学校との連携について（加配児の引継ぎ、幼保小の架け橋プログラム） 

 

（放課後児童健全育成部会） 

 

・学童保育の施設整備や職員の確保について 

・学童以外での子どもたちの過ごし方について 

・スマホ（ゲーム、ＳＮＳ等）の長時間の使用について 

 

（子育て支援部会） 

 

・子育てに関する情報の届け方について 

・地域でのつながりづくりについて 

・ひろば事業と幼稚園、保育所、学校との連携について 

（気になる児童、外国人の保護者、ダブルケアなど） 

 

（地域・若者支援部会） 

 

・若者の居場所づくりについて 

・若者のひきこもりについて 

・若者向けのイベントについて 
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所　　　属　　　等 氏　　　名 備考

自治会連合会　会長 小西　楠一

熊取町小・中学校ＰＴＡ連絡協議会 兒玉　亜友美

熊取町小・中学校ＰＴＡ連絡協議会 道明　陽介

就学前児童の保護者（公募委員） 折笠　知佳

就学前児童の保護者（公募委員） 中塚　香織

若者（公募委員） 平田　柊哉

熊取町校長会　代表 山田　恵美

町立保育所　代表 小西　玲子

熊取町民間保育園・こども園協議会（民間保育園代表） 野中　泉

熊取町民間保育園・こども園協議会（認定こども園代表） 小浪　利夫

熊取みどり幼稚園　主事 池浦　祐介

NPO　熊取こどもとおとなのネットワーク　理事長 髙橋　淳 　

NPO法人　くまとり子育ちWA・輪・和　理事長 谷山　美恵

特定非営利活動法人　地域支援センターくまとりロンド　理事長 大谷　悟

NPO法人　ホームビジット・とんとん　理事長 坂本　百合

泉佐野泉南医師会（熊取担当） 桑原　秀樹

熊取町人権協会　会長 勘六野　朗

熊取町社会福祉協議会　会長 坂上　欽也

熊取町民生委員児童委員協議会　主任児童委員長 棚村　千鶴

熊取町青少年指導員連絡協議会　会長 梅田　康雄

熊取文庫連絡協議会 川俣　えみ

熊取町スポーツ少年団　本部長 北本　雅朗

大阪観光大学　理事長 山本　健慈 会長

和歌山信愛大学  教育学部  子ども教育学科  教授 森下　順子 副会長

　

子ども・子育て会議委員名簿

令和７年６月２３日現在

住民代表
（１号委員）

学識経験者
（３号委員）

保育・教育・福祉関係者
（２号委員）
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保育所・幼稚園部会

所　　　属　　　等 氏　　　名

就学前児童の保護者（公募委員） 折笠　知佳

副部会長 町立保育所　代表 小西　玲子

部会長 熊取町民間保育園・こども園協議会（民間保育園代表） 野中　泉

熊取町民間保育園・こども園協議会（認定こども園代表） 小浪　利夫

熊取みどり幼稚園　主事 池浦　祐介

泉佐野泉南医師会（熊取担当） 桑原　秀樹

放課後児童健全育成部会

所　　　属　　　等 氏　　　名

副部会長 熊取町小・中学校ＰＴＡ連絡協議会 兒玉　亜友美

熊取町小・中学校ＰＴＡ連絡協議会 道明　陽介

部会長 熊取町校長会　代表 山田　恵美

熊取町スポーツ少年団　本部長 北本　雅朗

NPO　熊取こどもとおとなのネットワーク　理事長 髙橋　淳 ※

子育て支援部会

所　　　属　　　等 氏　　　名

副部会長 就学前児童の保護者（公募委員） 中塚　香織

NPO法人　くまとり子育ちWA・輪・和　理事長 谷山　美恵

部会長 特定非営利活動法人　地域支援センターくまとりロンド　理事長 大谷　悟

NPO法人　ホームビジット・とんとん　理事長 坂本　百合

熊取町民生委員児童委員協議会　主任児童委員長 棚村　千鶴

熊取文庫連絡協議会 川俣　えみ

NPO　熊取こどもとおとなのネットワーク　理事長 髙橋　淳 ※

地域・若者支援部会

所　　　属　　　等 氏　　　名

自治会連合会　会長 小西　楠一

副部会長 若者（公募委員） 欠　員

部会長 若者（公募委員） 平田　柊哉

熊取町人権協会　会長 勘六野　朗

熊取町社会福祉協議会　会長 坂上　欽也

熊取町青少年指導員連絡協議会　会長 梅田　康雄

大阪観光大学　理事長 山本　健慈

和歌山信愛大学  教育学部  子ども教育学科  教授 森下　順子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（案）

子ども・子育て会議　部会 名簿



                  

子ども・子育て会議規則 

 

（趣旨） 

第１条　この規則は、附属機関条例（平成２５年条例第１号）第２条の規定に基づき、子ど

も・子育て会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条　子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１）　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「支援法」という。）第

７２条第１項各号に規定する事務の処理に関すること。 

（２）　こども基本法（令和４年法律第７７号。以下「基本法」という。）第１０条第２

項に規定する市町村こども計画の策定及び変更等に関する事項を調査審議すること。 

（３）　前各号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援等（支援法第７条第１項

に規定する子ども・子育て支援及び基本法第２条第２項に規定するこども施策をいう。）

に関する重要事項その他町長が必要と認める事項を調査審議すること。 

（組織） 

第３条　子ども・子育て会議は、委員２５名以内で組織する。 

２　委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。 

（１）　住民代表 

（２）　保育・教育・福祉関係者 

（３）　学識経験者 

（４）　前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認める者 

（任期） 

第４条　委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２　委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条　子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２　会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。 

３　会長は、議事その他の会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 
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４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条　子ども・子育て会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 

２　子ども・子育て会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ開くことができない。 

３　子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決す

るところによる。 

（部会の設置） 

第７条　特別な事項を調査審議するため、会長が必要と認めるときは、子ども・子育て会議

に部会を置くことができる。 

２　部会は、子ども・子育て会議の委員の中から、会長が指名する委員で組織する。 

３　前２条の規定は、部会について準用する。この場合において、「子ども・子育て会議」

とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」となるのは「副部

会長」と読み替えるものとする。 

４　部会長は、部会における審議の状況及び結果を子ども・子育て会議に報告しなければな

らない。 

（意見の聴取等） 

第８条　会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができ

る。 

（庶務） 

第９条　子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援主管課において行う。 

（委任） 

第10条　この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会

長が子ども・子育て会議に諮って定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。 

（次世代育成支援対策協議会規則の廃止） 

２　次世代育成支援対策協議会規則（平成２５年規則第２０号）は、廃止する。 

附　則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。






